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公共工事の前金払に関する財務規則の一部改正について

１．公共工事の前金払できる公共工事の請負代金額又は委託金額が下記のとお

り改正になりました。

○改定前（財務規則第８７条第１項）

命令機関は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律

） （ 「 」第１８４号 第２条第４項に規程する保証事業会社 以下 保証事業会社

という ）の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事。

の請負代金額又は委託金額が１，０００万円以上である場合に限り、その

４割以内（土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する

工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、

３割以内）の額の前金払をすることができる。

○改正後（財務規則第８７条第１項）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・当該公共工事に請負代金額又は委託金額が１３０万円を超える

場合に限り ・・・・・・・・・・・・・・、

２．施行日

平成２６年６月１日


